
上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求
をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、
本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様
に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送
りいたします。

第11回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表
（2025年４月１日～2026年３月31日）

株式会社インバウンドテック



連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 株式会社シー・ワイ・サポート

株式会社OmniGrid

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称　株式会社OTSインバウンドテック
連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼ
していないため、連結の範囲から除いております。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法適用の関連会社数

・該当事項はありません。

② 持分法を適用しない非連結子会社
・非連結子会社の名称　株式会社OTSインバウンドテック
持分法を適用しない理由
　持分法を適用しない非連結子会社は当期純利益及び利益剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法
の適用から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。連結子会社である株式
会社シー・ワイ・サポート及び株式会社OmniGridの決算日は３月31日でありま
す。
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建物 15年～18年
構築物 20年
工具、器具及び備品 ４年～15年

(4)  会計方針に関する事項
① 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び連結子会社は定率法を採用しておりま
す。ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物は定額法を採用してお
ります。なお、主な耐用年数は以下の通りであ
ります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。
・顧客関連資産 定額法を採用しております。償却年数について

は、その効果の及ぶ期間（10年）で償却して
おります。

② 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込
額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上
しております。

③ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却期間については、その個別案件ごとに判断し、その効果が発現
すると見積もられる期間で均等償却することとしております。主に５年から10
年の期間で均等償却しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
　当社グループと顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要
な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常
の時点）は以下の通りであります。

イ. マルチリンガルCRM事業
　マルチリンガルCRM事業の主たるサービスは、コールセンターの運営、レ
ンタルサーバーの提供であります。契約に基づき顧客に対し、契約上定められ
た期間にわたりサービスを提供する義務を負っており、履行義務として識別し
ております。履行義務は一定期間にわたり充足されることから、履行義務を充
足するにつれて収益を計上しております。
　なお、一時点で収益を計上しているものは、顧客との契約に基づき、成果物
を顧客に提供する義務を負っているサービスであり、成果物の提供を履行義務
として識別しております。契約に基づき個々の検収時点で履行義務を充足する
ため、同時点で収益を認識しております。

ロ. セールスアウトソーシング事業
　セールスアウトソーシング事業の主たるサービスは、営業活動を代行するこ
とであります。契約に基づき顧客に対し、営業活動に関する一定の成果物の納
品を行う義務を負っており、履行義務として識別しております。当該成果物が
顧客に納品された時点で履行義務が充足されることから一時点で収益を計上し
ております。
　なお、一定の期間にわたり収益を計上しているものは、顧客との契約に基づ
き、契約上定められた期間にわたり営業活動を行う義務を負っているサービス
であり、一定の期間にわたる営業活動の実施を履行義務として識別しておりま
す。履行義務が一定期間にわたり充足されることから、履行義務を充足するに
つれて収益を計上しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 87,208千円

普通株式 2,523,475株

普通株式 276,000株

2. 会計上の見積りに関する注記
のれんの評価
(1)  当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん　　　　  93,124千円

(2)  連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　のれんに減損の兆候が認められる場合には、のれんが帰属する事業から得られる
割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失
の認識の要否を判定する必要があります。その結果、減損損失の認識が必要と判定
された場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、減損処理を行うこととしてお
ります。
　連結貸借対照表におけるのれん残高は主にマルチリンガルCRM事業に係るもの
であり、割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業ごとの事業計画は、当該
事業におけるサービス利用者数及び受注の増加による売上高の成長などの重要な仮
定を用いており、かつ長期にわたるものであります。
　翌年度以降、事業計画作成時に想定していなかった事象等が生じた場合、事業計
画策定に用いた仮定が変化し、割引前将来キャッシュ・フローが減少する可能性が
あります。これにより翌年度以降の連結計算書類においてのれんの評価に重要な影
響を与える可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していな
いものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
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５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用に関しては短期的な預金に限定し、投機的な取引は
行わない方針であります。運転資金及び設備投資資金の調達に関しては、原則と
して自己資金によるものとしておりますが、必要に応じて金融機関からの資金調
達を実施する方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務で
ある買掛金については、概ね２カ月以内の支払期日であります。法人税、住民税
及び事業税の未払額である未払法人税等は、２カ月以内に納付期限が到来するも
のであります。借入金は金融機関から資金調達しており、当社に対する取引姿勢
の変化等により、資金調達が制限される流動性リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権については、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、取引先
の状況を定期的にモニタリングすることでリスク低減を図っております。当社
は、管理本部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより資金調達に係る
流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連 結 貸 借
対照表計上額 時 価 差 額

長 期 借 入 金
（1年内返済予定を含む） 108,000千円 108,000千円 －

負 債 計 108,000 108,000 －

（単位：千円）

区分 1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

長期借入金
（1 年 内 返
済予定を含
む）

108,000 － － － －

合　　　計 108,000 － － － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次の通りであります。

（注）１.「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、
「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価
額と近似していることから、記載を省略しております。
２．市場価格のない株式等は含めておりません。当該金融商品は投資
有価証券（非上場株式）40,000千円であります。

　　　３．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に

おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に
関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した
時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価
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（単位：千円）

区　分
時　価

レベル1 レベル2 レベル3 合　計
長 期 借 入 金
（1年内返済予
定 を 含 む ）

－ 108,000 － 108,000

負 債 計 － 108,000 － 108,000

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金（1年内返済予定を含む）
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスク
を加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。
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報 告 セ グ メ ン ト
合 計

マルチリンガル
CRM事業

セールスアウトソ
ーシング事業

一時点で移転されるサー
ビス －千円 214,598千円 214,598千円

一定の期間にわたり移転
されるサービス 1,606,397 312,612 1,919,010

顧客との契約から生じる
収益 1,606,397 527,211 2,133,609

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 1,606,397 527,211 2,133,609

当連結会計年度末
顧客との契約から生じた債権 414,266千円
契約負債 1,783

６. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当連結会計年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解する基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項④重要な収益及び費用の計
上基準」に記載のとおりです。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は、以下の通りです。

（注）連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は、「売掛
金」に含まれており、契約負債は、「契約負債」として記載しております。
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契約負債 当連結会計年度末
1年以内 1,783千円
1年超 －
合計 1,783

(1) １株当たりの純資産額 575円32銭
(2) １株当たりの当期純損失 △99円17銭

② 残存履行義務に配分した取引額
　当連結会計年度において未充足（または部分的に未充足）の履行義務に配分し
た取引価格の総額及び将来充足する予想期間別の内訳は以下の通りです。主にコ
ールセンター運営業務における初期導入費用等のうち、未充足の履行義務に係る
取引金額です。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記
取得による企業結合
　当社は、2026年５月13日開催の取締役会において、当社を株式交付親会社とし、
株式会社FWを株式交付子会社とする株式交付（以下、「本株式交付」といいま
す。）を実施することを決議いたしました。また、本株式交付の実施により、株式会
社FWの完全子会社である特化型サイトの運営を行う株式会社ウェブクルーも同時に
当社の孫会社となります。

１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称
　　　株式会社FW
（２）取得した事業の内容
　　　支配会社である株式会社ウェブクルー（一括見積・資料請求サイトの運営によ

る情報提供サービス事業）の経営支援、指導、監督
（３）企業結合を行った主な理由
　　　当社グループとして新たな分野への参入及び、株式会社FW及び株式会社ウェ

ブクルーのシステム開発力を生かし、当社の今後拡大領域と考えるAI部門の強
化による業績拡大などが期待できると判断したことによるものです。

（４）企業結合日（本効力発生予定日）
　　　2026年６月９日
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（５）企業結合の法的形式
　　　当社を株式交付親会社、株式会社FWを株式交付子会社とする簡易株式交付
（６）結合後企業の名称
　　　変更ありません。
（７）取得する議決権比率
　　　企業結合前に所有していた議決権比率　　　―%
　　　取得後の議決権比率　　　　　　　　　100.0%
（８）取得企業を決定するに至った主な根拠
　　　株式交付により、当社が株式会社FWの議決権の100.0％を取得し、子会社化

することによるものです。

２．被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
　　取得の対価　企業結合日に交付した株式会社FWの普通株式の時価　238,906千

円
　　取得原価　238,906千円

３．株式の種類別の交換比率およびその算定方法
（１）株式の種類別の交換比率
　　　株式会社FWの普通株式１株に対して、当社の普通株式1,384株を割当て交付

いたしました。

（２）交付した株式数
　　　当社の普通株式：379,216株

（３）株式交付比率の算定方法
当社は、本株式交換比率の検討にあたり、その公平性・妥当性を確保するた
め、独立した第三者算定機関として株式会社プルータス・コンサルティング
（以下、「プルータス」といいます。）を選定し、株式交付比率の算定を依頼
いたしました。当社は、両社の財務状況、将来の見通し、当社の株価動向等の
要因、およびプルータスから提出を受けた株式交付比率の算定結果を総合的に
勘案し、慎重に協議を重ねた結果、本株式交付比率がそれぞれの株主の利益を
損ねるものではなく妥当であるとの判断に至ったため、本株式交付比率により
本株式交付を行うことにつき、2026年５月13日に開催された当社の取締役会
決議に基づき、両社間で本株式交付契約を同日付にて締結いたしました。
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４．主要な取得関連費用の内容および金額
　　弁護士・アドバイザリー等に対する報酬・手数料等75,000千円（概算）

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
　　現時点では確定しておりません。

６．企業結合日に受け入れる資産および引き受ける負債の額ならびにその主な内訳
　　現時点では確定しておりません。

７．株式交付の日程
　　　取締役会決議日　2026年５月13日
　　　契約締結日　　　2026年５月13日
　　　譲渡効力発生日　2026年６月９日
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建物 15年～18年
構築物 20年
工具、器具及び備品 ４年～15年

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　関係会社株式 移動平均法による原価法
②　その他有価証券

　　　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

②　無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用の
ソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づき、商標権については
10年で償却しております。

⑶　引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

⑷　のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却期間については、その個別案件ご
とに判断し、その効果が発現すると見積もられ
る期間で均等償却することとしております。主
に5年から10年の期間で均等償却しておりま
す。
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⑸　重要な収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下の通りであります。

①　マルチリンガルCRM事業
　マルチリンガルCRM事業の主たるサービスは、コールセンターの運営であり
ます。契約に基づき顧客に対し、契約上定められた期間にわたりサービスを提供
する義務を負っており、履行義務として識別しております。履行義務は一定期間
にわたり充足されることから、履行義務を充足するにつれて収益を計上しており
ます。
　なお、一時点で収益を計上しているものは、顧客との契約に基づき、成果物を
顧客に提供する義務を負っているサービスであり、成果物の提供を履行義務とし
て識別しております。契約に基づき個々の検収時点で履行義務を充足するため、
同時点で収益を認識しております。

②　セールスアウトソーシング事業
　セールスアウトソーシング事業の主たるサービスは、営業活動を代行すること
であります。契約に基づき顧客に対し、営業活動に関する一定の成果物の納品を
行う義務を負っており、履行義務として識別しております。当該成果物が顧客に
納品された時点で履行義務が充足されることから一時点で収益を計上しておりま
す。
　なお、一定の期間にわたり収益を計上しているものは、顧客との契約に基づ
き、契約上定められた期間にわたり営業活動を行う義務を負っているサービスで
あり、一定の期間にわたる営業活動の実施を履行義務として識別しております。
履行義務が一定期間にわたり充足されることから、履行義務を充足するにつれて
収益を計上しております。
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(1)有形固定資産の減価償却累計額 79,153千円

(2)関係会社に対する債権・債務
　短期金銭債権 8,475千円
　短期金銭債務 213千円

２. 会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
(1)  当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式（株式会社OmniGrid）　　　　  944,217千円

(2)  計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　関係会社株式の評価に際し超過収益力を実質価額の評価に反映しているため、超
過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が株式評価の重要な要
素となり、株式取得時点における超過収益力が見込めなくなり、実質価額が著しく
低下したと判断した場合には減損処理を行うこととしております。
　貸借対照表の関係会社株式の残高は主に株式会社OmniGridに係るものでありま
すが、超過収益力の基礎となる事業計画は、経営者により承認された将来の事業計
画を基礎としております。
　翌事業年度以降、事業計画作成時に想定していなかった事象等が生じた場合、事
業計画策定に用いた仮定が変化し、超過収益力が見込めなくなる可能性がありま
す。これにより翌年度以降の計算書類において関係会社株式の評価に重要な影響を
与える可能性があります。

のれんの評価
(1)  当事業年度の計算書類に計上した金額

のれん 93,124千円

(2)  計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記　のれんの評価」に記載した内容と
同一であります。

３．貸借対照表に関する注記
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建物 2,105千円
工具、器具備品 1,362千円
ソフトウエア 3,314千円

6,781千円

(3)関係会社との取引高
　売上高 55,273千円
　仕入高 2,655千円

４．損益計算書に関する注記
(1)  固定資産除却損

　主にセールスアウトソーシング事業における事業拠点の整理による設備等の除却
に伴う損失であり、その内訳は以下のとおりであります。

(2)  関係会社株式評価損
　保有する子会社株式について、実質価額が著しく低下したため減損処理を行い、
関係会社株式評価損8,000千円を特別損失として計上しております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
　普通株式　136,300株
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繰延税金資産
未払事業税 2,482千円
未払費用等 6,160千円
未払事業所税 1,028千円
一括償却資産 267千円
資産除去債務 3,331千円
株式報酬費用 4,374千円
資産調整勘定 39,020千円
貸倒引当金 4,876千円
関係会社株式評価損 2,520千円
税務上の繰越欠損金 36,945千円

繰延税金資産小計 101,007千円
評価性引当額 △49,273千円

繰延税金資産合計 51,733千円

繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用 123千円

繰延税金負債合計 123千円
繰延税金資産（負債）純額 51,610千円

⑴　１株当たりの純資産額 773円00銭
⑵　１株当たりの当期純損失 △64円50銭

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　（5）重要な収益及び費用の計上基
準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

８. 関連当事者との取引に関する注記
　記載すべき重要なものはありません。

９. １株当たり情報に関する注記
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10．重要な後発事象に関する注記
　連結注記表「８.重要な後発事象に関する注記」をご参照ください。
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